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　自動車事故の場合、労災保険給付と自賠責保険等（自動車損害賠償責任保険または自動車損
害賠償責任共済）による保険金支払いのどちらか一方を先に受けてください。どちらを先に受け
るかについては、被災者等が自由に選べます。

　自賠責保険等からの保険金を先に受けた場合（「自賠先行」）には、自賠責保険等から支払わ
れた保険金（※）のうち、同一の事由によるものについては労災保険給付から控除されます。
　したがって、労災保険と同一の事由の損害項目については、自賠責保険等からの支払が完了する
までの間は、労災保険の給付が行われないことがある点についてご注意ください。
　また、労災保険給付を先に受けた場合（「労災先行」）には、同一の事由について自賠責保険
等からの支払いを受けることはできません。

（例）　自賠先行を選択し、自賠責保険等に対して休業による逸失利益分について請求した方
が、同時に労災保険に対しても休業（補償）等給付の請求を行った場合、これらの請求
は同一の事由によるものなので、自賠責保険等から支払が行われたことを政府が確認す
るまでは、休業（補償）等給付は行われません。
　自賠責保険等から休業による逸失利益分について支払が行われたことを確認した場合
は、その支払額を控除して、さらに保険給付すべき金額がある場合のみ、休業（補償）
等給付が行われます。

　なお、自賠先行から労災先行への取扱い変更を希望される場合には、必ず労働基準監督署及
び自賠責保険等取扱会社の担当者に対して、その旨の連絡を行ってください。

　自賠責保険等は、仮渡金制度があり、労災保険給付より支払いの幅が広く、例えば労災保険では給
付が行われない慰謝料などが支払われ、療養費の対象が労災保険より幅広くなっています。また、休
業損害が原則として100％支給されます。［労災保険では80％（休業（補償）等給付60％+休業特
別支給金20％）］

　なお、自賠先行の場合に、引き続いていわゆる「任意保険」（自動車保険または自動車共済）によ
る保険金支払いを受けるか、または労災保険給付を先に受けるかについても、同様に被災者等が自由
に選べます。

（※）　自賠責保険等の保険金額の上限は死亡による損害の場合3,000万円、傷害による損害
の場合120万円となっており、このほか後遺障害による損害については等級に応じて最高
3,000万円まで（介護を要する場合は最高4,000万円まで）支払われることになっています。
　なお、重過失（被災者側の過失割合が70～100％未満のとき）の場合を除き、保険金減額
は行わないことになっています。

　なお、「すでに労災保険給付が行われている期間より前の日」を示談の効力発生日とする真正な示
談を結んだ場合、本来労災保険給付すべきでない期間について保険給付をしている状況が生じること
となるため、当該給付分については回収されることがあり得ますので、ご注意ください。

　したがって、このような状況に陥ることを避けるためには、示談を行う前に必ず労働局又は労働基
準監督署に連絡いただくとともに、示談を行う際には、示談内容が、労災保険給付を含む全損害の填
補を目的とするものであるか否かを、示談の相手方に対して明確に意思表示していただき、さらに、
もし、示談内容とは別に、例えば、治療費や休業損害に関する部分について、示談締結後に別途労災
保険に請求する予定である場合は、その内容を示談書に明示することをお勧めします。

（例）　当事者間で「○○万円の損害額を受け取った後は、以後の全ての損害についての請求権を
放棄する」旨の示談が真正に成立している状況において、被災者等が、「その示談の効力発
生日（損害賠償請求権を放棄する日）以後の療養や休業」に関して労災保険給付の請求を行っ
たとしても、真正な全部示談が成立し、被災者は損害賠償請求権を放棄済みのため、労災保
険からは原則として給付を行いませんので注意してください。

　このため、労働基準監督署から提出を求められた場合は、第三者行為災害届など必要な書類の提出
をお願いします。

　被災者等と第三者との間で、被災者等が受け取る全ての損害賠償についての示談（いわゆる全
部示談）が、真正に（錯誤や強迫などではなく両当事者の真意によること）成立し、被災者等が
示談内容以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として示談成立以後の労災保
険給付を行わないこととなっています。

6 派遣労働者に係る第三者行為災害

　示談とは、当事者同士が損害賠償額について双方の合意に基づいて早期に解決するため、話
し合いにより互いに譲歩し、互いに納得し得る損害賠償額に折り合うために行われるものです。
　示談を行う前には、必ず労働局又は労働基準監督署にご連絡いただくとともに、示談を行っ
たときは、速やかに労働局または労働基準監督署に示談書の写しを提出してください。

　派遣労働者に発生した労働災害で、第三者の直接の加害行為がない場合でも、以下の①・
②の両方に該当する場合は、派遣先事業主を第三者とする第三者行為災害として取り扱われ
ます。
①　派遣労働者の被った災害について、派遣先事業主の安全衛生法令違反が認められる場合
②　上記①の安全衛生法令違反が、災害の直接原因となったと認められる場合
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